
【日本学生支援機構奨学金】 

2025 年度からの多子世帯の学生に対する授業料・入学金の無償化について 

 

  2025年度から多子世帯の学生に対して、大学の授業料および入学金を、国が定める一定の額まで所得制限 

なく無償化する制度が始まりました。 

（授業料減免額は年間 70万円であり、全額が無償化されるものではありません） 

扶養される子どもが３人以上である世帯は、ご自身の世帯が対象となるかどうかについて、以下の表にて 

ご確認ください。 

 

 

 

【扶養状況の確認に用いる情報について】 

原則として、申請時点で確定している直近の年末(12月 31日)時点における情報を確認します。 

このため申し込む時期によって、情報の確認時期が異なることがあります。 

2025年 4月申込においては、2023年 12月 31日時点の住民税課税情報から扶養状況が 

判定される予定です。 

 



多子世帯（＊）に該当する方が受けることができる支援内容は以下の表のとおりとなります。 

多子世帯 

支援区分 

給付奨学金 授業料等減免 

自宅通学 

(月額) 

自宅外通学 

(月額) 

授業料減免 

(年額) 

入学金減免 

（新入生のみ） 

第Ⅰ区分 

（多子世帯） 

38,300 円 

(42,500 円) 
75,800 円 

700,000 円 250,000 円 

第Ⅱ区分 

（多子世帯） 

25,600 円 

(28,400 円) 
50,600 円 

第Ⅲ区分 

（多子世帯） 

12,800 円 

(14,200 円) 
25,300 円 

第Ⅳ区分 

(多子世帯) 

9,600 円 

(10,700 円) 
19,000 円 

区分外 

（多子世帯） 
－ － 

※生活保護世帯で自宅から通学する学生・児童養護施設から通学する学生は（ ）内の金額となります。 

※申込に際して所得制限はありませんが、別途、資産要件があります。資産要件の上限額は、上の表の「授業料等

減免」については 3億円未満、「給付奨学金」については 5,000万円未満です。 

◆注意◆ 

多子世帯以外の対象者と同様に、学業成績の要件（基準）によって、多子世帯であっても支援を受けられない 

場合があります。 

 今回の制度拡充に関しては、別途、以下の要領で「在学採用」の申込手続をしていただく必要があります。 

多子世帯であっても、自動的に支援対象となるわけではありません。 

 

【2025年度新入生】 

＊予約採用で給付奨学金の「採用候補者」となっている方は、入学後に「進学届」の提出が必要です。 

＊予約採用を申し込んでいない方、予約採用で給付奨学金の「採用候補者」となっていない方は、入学後に在学採

用で JASSO給付奨学金の申込みが必要です。 

【在学生】 

＊JASSO給付奨学金・授業料等減免を受けている方（適格認定の結果等により支援が停止しているものも含む）

は、多子世帯に該当するか JASSO が確認します。 

＊JASSO給付奨学金・授業料等減免を受けていない方は、在学採用で JASSO 給付奨学金の申込が必要です。 

（参考）令和７年度からの多子世帯への授業料等無償化に係る FAQ（文部科学省Webページ） 

（参考）高等教育の修学支援新制度について 

◆この件に関してのお問合せ先◆ 

学生支援課 

名古屋キャンパス：052-801-1203 

三 好キャンパス：0561-36-9802 

「高等教育の修学支援新制度」の授業料減免対

象者は、本学独自奨学金との併給出来ない場合

があります。 

https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf
https://office.nanzan-u.ac.jp/student-services/fees-and-scholarships/koutou01.html

